
はじめに 

 電通の新入社員過労死をきっかけに残業時間

上限時間の見直しを政府で話し合いされており

ます。年間 720 時間（月平均 60時間）のラインで

現在話し合いが進められております。残業時間の

ラインと適用職種が決まり次第、すぐに法律改正

となる可能性がありますので、今回のテーマと致

します。 

 

現状の残業規制 

 残業時間には、労働基準法で下記のような原則

がありますが、手続きをすれば厳しい規制がない

のが現状です。 

原則、労働基準法では残業は認めていません。

但し、36 協定（時間外・休日労働の協定）を締結・

届出することにより一定時間（１ヶ月 45 時間・1

年 360 時間等）残業させることができます。 

また、この協定に特別条項をつけることにより、 

更に年6回まで限度時間を超えることができます。

しかも、この時間については制限のない「青天井」

となっております。 

 

働き方改革実行計画 

 上記のような現行法を「働き方改革実行計画」

の中で具体的に労働基準法もしくは関連法案を

改正する動きとなっております。 

 この計画では、過労死の原因と指摘されてる長

時間労働を規制するために上限時間を具体的に

定め、これに罰則も適用する方向で動いています。 

 

対策を講じる 

 法改正が行われたらすぐに罰則が適用される

ことが考えられます。残業が多い会社では、今か

ら対策を講じる必要があります。業務の見直しも

もちろん必要となりますが、次のような対策を講

じるのも一つの方法です。 

 繁忙期・閑散期の差が激しい会社では、変形労

働制を導入してみては、いかがでしょうか。この

変形労働時間制は、1 年単位や 1 ヶ月単位等のも

のがあり、その期間で平均して週 40 時間を超え

ない範囲で所定労働時間を設定できる仕組みで

す。 

 例えば、1ヶ月変形労働時間制を導入した場合、

月初は忙しいので 1日 10時間、月末は暇なので 1

日 6時間労働とし、1ヶ月を平均して週 40Ｈを超

えないように所定労働時間設定します。 

  

おわりに 

 長時間労働の弊害がニュースでも最近よく取

り上げられています。長時間労働を行っていると

ブラック企業と言われ会社のイメージは悪くな

り、良い人材も確保することもできません。 

 変形労働時間制を導入する際には、注意すべき

点や手続きが必要となりますので、導入をご検討

の方はＡＳＫにご相談して下さい。 
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